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裁 決 書

審査請求人の住所及び氏名

処分庁
● 社会福祉事務所長

上記審査請求人（以下「請求人」という。）から平成１９年１月１８日付けで提起され

た処分庁が平成１８年１２月７日付け駟 第６２６号で請求人に対して行った生活保護
法（昭和２５年法律第１ ４４号。以下「法」という。）に基づく保護廃止決定処分（以下

「本件処分」という6）に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

本件処分を取り消す。

第１

１

主

理

文

由

審査請求の趣旨及び理由

審査請求の趣旨

請求人は、本件処分について、その取消しを求めているものと解されるので、以

下そのように扱うこととする。

２　審査請求の理由

請求人の審査請求の理由は、審査請求書に記載のとおりである。（別添１参照）
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第２　処分庁の弁明

・ 処分庁の弁明は、平成１９年 工月２６日付けで処分庁から提出のあった弁明書に記

載のとおりである。（別添２参照）

第３　請求人の反論

請求人の反論は、平成１９年２月１３日に当庁が受け付けた反論書（以下「反論書」

という。）に記載のとおりである。（別添３参照）

第４　当庁の認定事実

審査請求書及び反論書並びに当庁が行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

第２８条の規定により平成１ ９ 年 １月１８日付け障第１ １ ８ ３号で処分庁に提出を求

め、そ れに応じて処分庁から提出のあった請求人に関するヶ－ス記録票､‘ 証拠書類等

の物件（以下 「物件」という。）によれば、次の事実が認められる。

１　平成１７年１２月７日、請求人の叔母㎜ （以下「叔母」という。）が死亡

し、平成１８年５月１３日、叔母の夫であり請求人の叔父である㎜ （以下「叔

父」という。）が死亡した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼

２　平成１８年１１月３０日、処分庁は、叔父が亡くなった後、叔父の年金等の管理

を請求人が行っているため、収支状況がわかる書類を提出するよう請求人に法第２

７条の規定により口頭による指導指示を行った。

３　平成１８年１２月６日、請求人は、叔父及び叔母名義の通帳の写し等を処分庁に

提出した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。’

４　平成１８年１２月７日、処分庁は、請求人に対して、本件処分を行った。なお、

本件処分の通知書の廃止・停止の理由欄には、「１．資産の相続により廃止します、」

と記載されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご

第５　当庁の判断

１ ’本件処分においては、ぞの通知書の廃止・停止の理由欄に「１．資産の相続によ

り廃止します。」とあるだけで、当該「資産」が何を指すのか明記されていないが、

物件から判断すると、叔父の土地及び家屋並びに叔母及び叔父の預貯金（現金を含

む。以下「預貯金等」という。）を指しているものと推測される。

２　さて、法及び法の運用通知によれば、保護の実施機関が、土地、家屋、預貯金等

の資産（以下「資産」という。）を被保護者が相続したことを理由に、当該被保護者
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の保護を廃止できるのは、次の（1）若しくは（2）のいずれかに該当する場合、又は（1）

及び（2）のいずれにも該当する場合である。

（I） 法第４条第 １項によれば､「保護は、生活に困窮する者が､その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを

要件として行われる。」とされているとともに。「生活保護法による保護の実施要

頷について」（昭和３６年４月１日付け厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。

以下「厚生事務次官通知」という。）の第３によれば、最低生活の内容としてその

所有又は利用を容認するに適しない資産は、①その資産が現実に最低限度の生活

維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持

及び自立の助長に実効があがっているもの、②現在活用されてはいないが、近い

将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有し

ている方が生活維持に実効があがると認められるもの、③処分することができな

いか、又は著しく困難なもの、④売却代金よりも売却に要する経費が高いもの及

び⑤社会通念上処分させることを適当としないものを除き､原則として処分の上、

最低限度 の生活の維持のために活用させることとされている。

また、法第２７条第１項によれば、「保護の実施機関は、被保護者に対して､生

活 の維持、向 上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができ

る。」とされ。「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日

付け社発第２４６号厚生省社会局長通知）で示されている「生活保護法による保

護の実施要領」の第９の２の（I）によれば、保護の実施機関は、保護受給中の者が

資産の活用を怠り、又は忌避していると認められるときは、同条の規定による指

導指示を行うこととされているとともに、同通知の第９の２の（4）によれば､ 同条

の規定による指導指示は、口頭により直接当該被保護者に対して行うことを原則

とするが、これによって目的を達せられなかったとき、又は目的を達せられない

と認められるとき、及びその他の事由で口頭によりがたいときは、文書による指

導指示を行うこととされている。

さらに、法第６２条第１項によれば、「被保護者は､ 保護の実施機関が、（中略）

第 ２７条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、こ

れに従わなければならない。」とされているとともに、同条第３項によれば、「保

護の実施機関は、被保護者が前２項の規定による義務に違反したときは、保護の

変更、停止又は廃止をすることができる。」とされている。

なお、生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１９条によれば、
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「法第 ６２条第３項に規定する保護め実施機関の権限は、法第２ ７条第１項の規

定により保護の実施機関が書面によって行った指導又は指示に、被保護者が従わ

なかった場合でなければ行使してはならない。」とされているとともに、法第６２

条第４項によれば、「保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は

廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなけれぱな

らない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明

-をすべき日時及び場所を通知しなければならない。」とされている。

したがって、これらの法及び運用通知の規定により、保護の実施機関は、被保

護者が資産を相続した場合には、被保護者が当該資産を所有し、又は利用するこ

とを容認するか否かをまず判断しなければならない。なお、その判断を行うに当

たっては、当該資産の価値及び被保護者の所有権の持分が重要な要素となること

は当然である。そして、被保護者が当該資産を所有し、又は利用することを容認

しない場合で、かつ、被保護者が当該資産の活用を怠り、又は忌避していると認

められる場合には、法第２７条の規定による指導指示を行う’ことになる。そして、

この指導指示は口頭により行うことが原則であるが。口頭による指導指示によっ

て目的が達せられなかったとき、又は目的を達せられないと認められるとき等は、

書面による指導指示を行うこととなる。さらに、被保護者がなお書面による指導

指示に従わなかった場合に、保護の実施機関は、法第６２条第４項に定める所定

の手続を経て、保護の変更、停止又は廃止の処分を行うことができるのである。

（2） 法第 ２６条によれば、「保護の実施機関は､ 被保護者が保護を必要としなくなつ

たときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被

保護者に通知しなければならない。」とされているとともに。「生活保護法による

保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１日付け社保第３４号厚生省

社会局保護課長通知）で示された「生活保護法による保護の実施要領の取扱いに

ついて」の第７の間:L2 では、同条の規定により保護の停止又は廃止を行う場合

の取扱いの基準が示されており、これによれば、当該世帯における収入の臨時的

な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね６箇月を超えて保護

を要しない状態が継続すると認められるときは、保護を廃止すべき場合であると

されている。

また、厚生事務次官通知の第８によれば、保護の要否は、原則として、当該世

帯につき認定した最低生活費と厚生事務次官通知の第７によって認定した収入と

の対比（以下「保護の要否判定」という。）によって決定することとされている。
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したがって、保護の実施機関は、被保護者が収入認定が可能な預貯金等を相続

した場合には、保護の要否判定を行い、その結果、相続後おおむね６箇月を超え

て保護を要しない状態が継続すると認められるときに。保護を廃止できるのであ

る。

３　ところで、本件処分では、処分庁において、請求人が相続したとされる土地及び

家屋の資産価値並びに請求人の当該資産の所有権の持分についての調査・把握が行

われていない上、請求人が当該資産を所有し、又は利用することを容認するか否か

の判断が行われたことを証する物件もない。さらには、処分庁は、本件処分を行う

に先立ち･、請求人に対して、当該資産の活用について法第２７条の規定による書面

による指導指示を行っていないし、法第６２条第４項に定める所定の手続も経てい

ない。

また、処分庁において。請求人が相続したとする預貯金等の額について特定され

ておらず、さらには、当該預貯金等を相続したことに伴う保護の要否判定が行われ

たことを証する物件もない。　　　　　　　　　 －

したがってレ本件処分は、当該処分を行うと判断した法的根拠が明確でなく、ま

た。本件処分を行うに至った手続にもかしがあるため、法及び運用通知に反してい

るものと認められる。

４　以上のとおり、本件処分は違法及び不当なものであり、本件審査請求には理由が

あると認められるので、行政不服審査法第４０条第３項の規定により、主文のとお

り裁決する。

平成１９年３月７日

岡山県知事　　石　井　正
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別添 工

審　 査　 諦　 求　 書 （（節・ 副 ）

生活保護法に基づく平成/y 年/2 月　フ 日付け ●勾第　ぬ ぶ号貼 る
●t 紅 女　

卜
福祉事地所長の処分に゚ いて不服ですから

｀審査を青求しまず

平成/ｿ 年 ／月 ／£?日

審査請求人　住　　　　所

氏名又は各称

岡山県知事　 石　 井　 正　弘　　殿

１ 不服 の趣旨 及び理由

和 鋲、/ユハ 記載

２　処分を知った年月日
平成/y 年 ／Ｚ月 夕 日

３　不服申し立ての教示の有無及びその内容
旬 ・ 無／

ﾚシド ぬ牡牡牛白ﾆ ノ
福祉事務所
受　　　付 平成　 年　　月　 ［］ 県　 受　付 平

７８

１ぐ
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弁　　明

岡山県知事　石　井　正　弘　殿

書 ⑤・副）

平成１９年１月２６日

- 社会福祉事務所

審査請求人　㎜ （以下「請求人」という。）から提出のあった審査請求につい
て、次のとおり弁明します。・

弁明の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、 厂
請求人が提起した平成１８年｡12 月７日付け、● 福第６２６号、保護廃止決定処分｀

（以下「本件処分」という。）に対する審査請求を棄却するとの裁決を求める。

２　弁明の理由
（１）請求人の主張
請求人は、審査請求書において次のとおり主張している。

平成１７年１２月に死去した叔母の葬儀を行うために叔母が保有していた現金
及び預金（・ 円余）也翁費したが、香典を加えても費用を賄えず､四 円拉の
赤字となり、叔母の未支給分であった年金と叔父の年金を支払いに充てた。
また、平成１８年Ｓ月に死去した叔父の葬儀についても、叔母め時と同様に執り

ょ 行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
’②＿土地家屋の相続について
築３５年の家屋は叔父名義、土地は祖父名義であり、私の他にも法定相続人が数

名存在している。　　･ 。

（２）当事務所の弁明

当事務所として、請求人の主張のそれぞれについて、次のとおり弁明する。
埀億主張について　　　　　　　　　　　･-

叔母及び叔父が死去した際、故人の保有資産並びに処分方法について、当事誣所

への申告がなされておらず、葬祭扶助の申請や相談も一切行われていない。
また。叔母が死去して以後の資産管理は請求人が行っており。さらに未支給分の

年金は請求人が受嶺しているが, 請求人から平成１８年１２月５日に提出のあつ



１
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帳

故人の預金通帳の写しによると、払戻を受けた金員が多額に上り、請求人が故人の

ために消費したとして同時に提出のあった葬儀代明細やローン契約書からは、その
合理的な証左は得られず､ 使途不明となっているところである。よって請求人の主

張には根拠がない。

② の 主 張 に つ い て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鯉●　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’I･

保 護 決 定 に お け る 請 求 人 の 住 所 地 は 、審 査 請 求 書 に 自 ら が 記 載 し た 住 所 で あ るが、

’廃 止 日 現 在 、 請 求 人 は そ の 住 所 地 に は 居 住 せ ず 、 叔 父 の 所 有 し て い た 家 屋 に 少 な く

と も 請 求 人 の 子 は 起 居 し て い た 。

ま た 、 不 服 審 査 請 求 書 に、 平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 ７ 日 に 当 事 務 所 職 員 が 、 請 求 人 と面

接 し た 際 の 様 子 が 仔 細 に 記 述 さ れ て い る に ね拘 ら ず 、「ど こ で 」 面 接 を 行 っ た が の

記 述 は 一 切 無 い が 、 現 に 面 接 を 行 っ た 場 所 は 、 叔 父 名 義 の 家 に 於 い て で あ っ た 。

こ の よ う に 預 金 同 様 に 請 求 人 が 占 有 し た 状 況 で あ り 、資 産 活 用 が 可 能 な 状 況 と認

め ら れ る 。

請求人の①、②の余の主張については、本件処分の当・不当の判断には無関係の
事柄であり、特段の弁明を行うものではないが、念めため付言しておくと、当事務
所として.は、請求人がその叔母の死亡後に、実質的に叔父世帯の資産を管理用益し
ていた･にも拘らず、当事務所が指摘するまで一切の申告を行っておらず､なお且つ､･
請求人が主張 するように、未だ相続が出来ていないとするならば、金銭め使途につ
いて他の法定相続人からの求めがあれば．いつでも示すことが出来るよう準備して
いるはずの明細や領収書等を、.福祉事務所に提出することなどは容易であろうと考
えるが、その使途についても曖昧な説明しか行われない状況下では、保護費の不正
受給の疑いも十分あ久 より厳しい処分の選択の余地もある中、法め適正実施の枠
内で、保護の廃止という穏当な処分を行っているところであり4 当事務所職員が請
求人をイジメていると主張がなされていることは、極めて遺憾とするところである．

I以上、上記弁明の.とおり保護廃止の決定については適正であり、標記のとお.り本･
審査請求の棄却を求めるものである．　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’
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